
令和６年度こどもみらいテレワーク対応リフォーム

補助対象となる机の作り付けの一例

「机の作り付け」は、単独では自立できない机を住宅に固定したものを補助対象と

します。今年度からは、住宅に固定する前から机として使用することが出来るものを

住宅に固定した場合は補助対象"外"となります。
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